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令和元年度

　藤枝税務署並びに藤枝地区税務推進協議会主催の、令和元年度納税表彰式が、令和元年11月8日（金）小杉苑
において挙行されました。表彰は、藤枝税務署長表彰・藤枝地区税務推進協議会長表彰の順で行われ、それぞ
れ表彰状が贈呈されました。

納税表彰式
……受賞おめでとうございます……

法　人　名 法 人 会 役 職 氏　　名

株式会社 清和不動産 理事/女性部会顧問 清水 みさ代

法　人　名 法 人 会 役 職 氏　　名

株式会社 藤枝江﨑新聞店 理事/総務厚生委員会副委員長 江 﨑　 晴 城

藤枝税務署長表彰

法　人　名 法 人 会 役 職 氏　　名

株式会社 赤阪鐵工所 理事/税制・税務委員会委員長 塚 本　 義 之

法　人　名 法 人 会 役 職 氏　　名

松 葉 倉 庫 株 式 会 社 理事/共益事業推進委員会副委員長 松 葉　 秀 介

法　人　名 法 人 会 役 職 氏　　名

岡村建設工業 株式会社 理事/女性部会長 岡村 美根子

藤枝地区税務推進協議会長表彰

当会関係者では次の方々が受賞されました。

藤枝税務署長表彰受賞の皆様 藤枝地区税務推進協議会長表彰受賞の皆様

（敬称略)

（会社名五十音順・敬称略）
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法　　　人　　　名 会　社　役　職　名 氏　　　　名

青 島 ポ ン プ 工 業 株 式 会 社 代 表 取 締 役 青 島 直 久

株 式 会 社  コ ハ ラ 代 表 取 締 役 社 長 小 原 照 光

有限会社 静岡経営労務管理センター 代 表 取 締 役 伊 藤 彰 彦

株 式 会 社  松 田 屋 代 表 取 締 役 鈴 木 利 幸

ま る せ い 自 動 車 株 式 会 社 代 表 取 締 役 青 島 章 仁

　（公社）藤枝法人会主催の、（一社）静岡県法人会連合会長表彰状伝達式を、令
和元年11月６日㈬松風閣にて、藤枝税務署の杉山 正署長様をはじめ関係団体のご
来賓をお迎えして開催いたしました。また、記念講演会として、歴史研究家の河
合敦氏をお招きし、「坂本龍馬と西郷隆盛に学ぶ行動学とコミュニケーション術」
というテーマでご講演頂きました。

（一社）静岡県法人会
連合会長表彰状伝達式挙行

…………受賞おめでとうございます…………

功労法人表彰 ５社
多年に亘り法人会の事業に協力、また会の発展に寄与され、納税道義の高揚及び税務行政への協力について、
多大な功績が認められた「法人」に対する表彰です。

牧田会長のあいさつ

司会：坪井総務厚生委員長

式辞代読（小山副会長）ご来賓の皆様方

（会社名 五十音順・敬称略）

令和元年度
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法人会の発展に寄与され、また、勤務する法人の経理業務または税務関連業務において他の模範となる功績が
あったと認められた「会員法人の役職員」の方々に対する表彰です。

会員たる法人の役職員表彰 ４名

  祝　辞

〈受賞者代表謝辞〉
青島  直久 氏

藤枝税務署署長  杉山 正様 東海税理士会藤枝支部 支部長  内藤良彦様静岡県藤枝財務事務所 所長  岡部秀哉様

法　　人　　名 会　社　役　職　名 氏　　　　名

株式会社 ツチヤコーポレーション 取 締 役 小 栁 津 行 俊
株 式 会 社 マ ル ハ チ 村 松 経 理 部 長 橋 村 芳 彦
焼 津 漁 業 協 同 組 合 経 理 部 長 白 石 一 二 朗
株 式 会 社 山 田 組 取 締 役 総 務 部 長 足 立 藤 夫

（会社名 五十音順・敬称略）

皆様、おめでとうございます。
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１．財政健全化に向けて
　・今後の税財政を考えるうえで重要な要素となるのは

団塊の世代の動向である。この世代の先頭が後期高
齢者入りするのは２０２２年であり、２０２５年度
は団塊の世代すべてが後期高齢者に達する年である。
つまり、政府のＰＢ黒字化目標年度は遅すぎるわけ
で、本来なら団塊の世代の先頭が後期高齢者入りす
る前に黒字化目標を設定すべきである。

　⑴今般の消費税率１０％への引き上げは、財政健全化
と社会保障の安定財源確保のために不可欠だった。
税率引き上げによる悪影響を緩和する等の環境整備
は必要だが、本年度に引き続き、来年度当初予算に
おいても臨時・特別の措置を講じることとしている。
しかし、それがバラマキ政策となってはならない。

　⑵政府は、２０１６年度から１８年度の３年間を集中
改革期間と位置づけ、政策経費の増加額を１. ６兆
円（社会保障費１. ５兆円、その他０. １兆円）程度
に抑制する目安を達成した。２０１９年度から２１
年度の基盤強化期間についても、引き続き社会保障
費の増加額を抑制する目安を示し、改革に取り組む
必要がある。

　⑶財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の一体
的改革によって進めることが重要である。歳入では
安易に税の自然増収を前提とすることなく、また歳
出については聖域を設けずに分野別の具体的な削減
の方策と工程表を明示し、着実に改革を実行するよ
う求める。

　⑷今般の消費税率引き上げに伴って本年１０月より軽
減税率制度が導入されるが、これによる減収分につ
いては安定的な恒久財源を確保するべきである。

　⑸国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇など
金融資本市場に多大な影響を与え、成長を阻害する
ことが考えられる。政府・日銀には、市場の動向を
踏まえた細心の政策運営を求めたい。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
　・社会保障給付費の財源は公費と保険料である。適正

な「負担」と重点化・効率化による「給付」の抑制
を可能な限り実行しないと、持続可能な社会保障制
度の構築も財政の健全化も実現できない。とりわけ、
医療と介護の分野は給付の急増が見込まれており、
ここに改革のメスをどう入れるかが重要になる。

　・超高齢化社会が急速に進展する今、社会保障は「自
助」「公助」「共助」の役割と範囲を改めて見直す必
要があるが、その際に重要なのは公平性の視点であ
る。たとえば医療保険の窓口負担や介護保険の利用
者負担などの本人負担については、高齢者において
も負担能力に応じることを原則とする必要がある。

　⑴年金については、「マクロ経済スライドの厳格対応」、
「支給開始年齢の引き上げ」、「高所得高齢者の基礎
年金国庫負担相当分の年金給付削減」等、抜本的な
施策を実施する。

　⑵医療は産業政策的に成長分野と位置付け、大胆な規
制改革を行う必要がある。給付の急増を抑制するた
めに診療報酬（本体）体系を見直すとともに、政府
目標であるジェネリックの普及率８０％以上も早期
に達成する。

　⑶介護保険については、制度の持続性を高めるために
真に介護が必要な者とそうでない者とにメリハリを
つけ、給付及び負担のあり方を見直す。

　⑷生活保護については、給付水準のあり方などを見直
すとともに、不正受給の防止などさらなる厳格な運
用が不可欠である。

　⑸少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育等
を整備するなどの現物給付に重点を置くべきである。
その際、企業も積極的に子育て支援に関与できるよ
う、企業主導型保育事業のさらなる活用に向けて検
討する。

　　また、子ども・子育て支援等の取り組みを着実に推
進するためには安定財源を確保する必要がある。

　⑹企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害
しないような社会保障制度の確立が求められる。

３．行政改革の徹底
　・今般の消費税率引き上げは国民に痛みを求めるもの

であり、その前提として「行革の徹底」が不可欠で
あったことを想起せねばならない。地方を含めた政

令和２年度税制改正に関する提言（要約）

《基本的な課題》

Ⅰ 税・財政改革のあり方　
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府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づき自
ら身を削るのである。

　⑴国･地方における議員定数の大胆な削減と歳費の抑
制。　　　

　⑵厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削
減と、能力を重視した賃金体系による人件費の抑制。

　⑶特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
　⑷積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。

４．消費税引き上げに伴う対応措置
　・本年１０月から導入される軽減税率制度は事業者の

事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コ
ストおよび税収確保などの観点から問題が多い。こ
のため、かねてから税率１０％程度までは単一税率
が望ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」の
見直しで対応するのが適当であることを指摘してき
た。軽減税率制度導入後は、国民や事業者への影響、
低所得者対策の効果等を検証し、問題があれば同制
度の是非を含めて見直しが必要である。

　⑴現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」
の効果等を検証し、中小企業が適正に価格転嫁でき
るよう、さらに実効性の高い対策をとるべきである。

　⑵消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重
要な課題となる。消費税の制度、執行面においてさ
らなる対策を講じる必要がある。

　⑶システム改修や従業員教育など、事務負担が増大す
る中小企業に対して特段の配慮が求められる。

５．マイナンバー制度について　
　・マイナンバー制度はすでに運用段階に入っているが、

依然としてマイナンバーカードの普及率が低いなど、
国民や事業者が正しく制度を理解しているとは言い
難い。政府は引き続き、制度の意義等の周知に努め、
その定着に向け本腰を入れて取り組んでいく必要が
ある。

６．今後の税制改革のあり方

Ⅱ 経済活性化と中小企業対策

１．法人実効税率について
　・“先進国クラブ”と称されるＯＥＣＤ（経済協力開

発機構）加盟国の法人実効税率平均は２５％、アジ
ア主要１０カ国の平均は２２％となっている。米国
もトランプ税制改革で我が国水準以下に引き下げら
れた。

　・ＥＵ内では一部に引き下げ行き過ぎ論も出ているが、
我が国の水準が比較的高いという現実に変わりはな
い。国際競争力強化などの観点から、今般の法人実
効税率引き下げの効果等を確認しつつ、さらなる引
き下げも視野に入れる必要があろう。

２．中小企業の活性化に資する税制措置
　⑴中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を本則

化すべきである。また、昭和５６年以来、８００万
円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額
を、少なくとも１，６００万円程度に引き上げる。

　⑵租税特別措置については、公平性・簡素化の観点か
ら、政策目的を達したものや適用件数の少ないもの
は廃止を含めて整理合理化を行う必要はあるが、中
小企業の技術革新など経済活性化に資する措置は、
以下のとおり制度を拡充したうえで本則化すべきで
ある。

　　①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡
充したうえ、「中古設備」を含める。

　　②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措
置については、損金算入額の上限（合計３００万
円）を撤廃し全額を損金算入とする。なお、それ
が直ちに困難な場合は、令和２年３月末日までと
なっている特例措置の適用期限を延長する。

　⑶中小企業経営強化税制（中小企業等経営強化法）や、
中小企業が取得する償却資産に係る固定資産税の特
例（生産性向上特別措置法）等を適用するに当たっ
ては、手続きを簡素化するとともに、事業年度末（賦
課期日）が迫った申請や認定について弾力的に対処
する。

３．事業承継税制の拡充
　・我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の

活性化や雇用の確保などに大きく貢献している。そ
の中小企業が相続税の負担等によって事業が承継で
きなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。
平成３０年度の税制改正では比較的大きな見直しが
行われたが、さらなる抜本的な対応が必要と考える。

　⑴事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承
継税制の創設

　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると
限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格的
な事業承継税制が必要である。とくに、事業に資す
る相続については、事業従事を条件として他の一般
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財産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産へ
の課税を軽減あるいは免除する制度の創設が求めら
れる。

　⑵相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　　平成３０年度税制改正では、中小企業の代替わりを

促進するため、１０年間の特例措置として同制度の
拡充が行われたことは評価できるが、事業承継がよ
り円滑に実施できるよう以下の措置を求める。

　　①猶予制度ではなく免除制度に改めるとともに、平
成２９年以前の制度適用者に対しても適用要件を
緩和するなど配慮すべきである。

　　②国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向
けた制度周知に努める必要がある。なお、特例制
度を適用するためには、令和５年３月末日までに

「特例承継計画」を提出する必要があるが、この
制度を踏まえてこれから事業承継の検討（後継者
の選任等）を始める企業にとっては時間的な余裕
がないこと等が懸念される。このため、計画書の
提出期限について配慮すべきである。

Ⅲ 地方のあり方
　・国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率化

を図る地方分権化は地方活性化の上でも重要である。
その際には地方の自立・自助の理念が不可欠である。
地方創生戦略を推進するうえでもこの理念は極めて
重要になろう。

　・「ふるさと納税制度」の返礼品アピール競争をみて
いると、あまりに安易で地方活性化に正面から取り
組もうとしているのか疑問を呈さざるを得ない。住
民税は本来、居住自治体の会費であり、他の自治体
に納税することは地方税の原則にそぐわないとの指
摘もある。納税先を納税者の出身自治体に限定する
など、さらなる見直しが必要である。

　・地方交付税制度は国が地方の不足財源を手厚く保障
する機能を有しており、それが地方の財政規律を歪
めているとして改革が求められてきた。地方は国に
頼るだけでなく、自らの責任で行財政改革を進め地
方活性化策を企画・立案し実行していかねばならない。

　⑴地方創生では、さらなる税制上の施策による本社機
能移転の促進、地元の特性に根差した技術の活用、
地元大学との連携などによる技術集積づくりや人材
育成等、実効性のある改革を大胆に行う必要がある。
また、中小企業の事業承継の問題は地方創生戦略と
の関係からも重要であり、集中的に取り組む必要が
ある。

　⑵広域行政による効率化について検討すべきである。

基礎自治体（人口３０万人程度）の拡充を図るため、
さらなる市町村合併を推進し、合併メリットを追求
する必要がある。

　⑶国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財政
改革には､「事業仕分け」のような民間のチェック
機能を活かした手法が有効であり、各自治体で広く
導入すべきである。

　⑷地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べたラ
スパイレス指数（全国平均ベース）が改善せずに高
止まりしており、適正な水準に是正する必要がある。
そのためには国家公務員に準拠するだけでなく、地
域の民間企業の実態に準拠した給与体系に見直すこ
とが重要である。

　⑸地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にスリム
化するとともに、より納税者の視点に立って行政に
対するチェック機能を果たすべきである。また、高
すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の適正化
を求める。行政委員会委員の報酬についても日当制
を広く導入するなど見直すべきである。

Ⅳ 震災復興等
　・東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期で

ある「復興・創生期間（平成２８年度～令和２年度）」
も４年目に入っているが、被災地の復興、産業の再
生はいまだ道半ばである。今後の復興事業に当たっ
てはこれまでの効果を十分に検証し、予算を適正か
つ迅速に執行するとともに、原発事故への対応を含
めて引き続き、適切な支援を行う必要がある。また、
被災地における企業の定着、雇用確保を図る観点な
どから、実効性のある措置を講じるよう求める。

　・近年、熊本地震をはじめ地震や台風などによる大規
模な自然災害が相次いで発生しているが、東日本大
震災の対応などを踏まえ、適切な支援と実効性のあ
る措置を講じ、被災地の確実な復旧・復興等に向け
て取り組まねばならない。

　・近年、自然災害により甚大な被害が発生しているこ
とを踏まえ、震災特例法と同じく、災害等に係る雑
損失の繰越控除期間を５年（現行３年）に延長する
こと。（「個別事項」参照）

Ⅴ その他
１．納税環境の整備
２．租税教育の充実
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《税目別の具体的課題》

法人税関係
１．役員給与の損金算入の拡充
　⑴役員給与は原則損金算入とすべき
　⑵同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
２．交際費課税の適用期限延長
３．公益法人課税

所得税関係
１．所得税のあり方
　⑴基幹税としての財源調達機能の回復
　　基幹税としての財源調達機能を回復するためにも、

所得税は国民が能力に応じて適正に負担すべきであ
る。

　⑵各種控除制度の見直し
　　各種控除は、社会構造変化に対応して合理的なもの

に見直す必要がある。とくに、人的控除については
累次の改正の影響を見極めながら、適正化を図るべ
きである。

　⑶個人住民税の均等割
　　地方税である個人住民税の均等割についても、応益

負担原則の観点から適正水準とすべきである。
２．少子化対策

相続税・贈与税関係
１．相続税の負担率はすでに先進主要国並みであること

から、これ以上の課税強化は行うべきではない。
２．贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきであ

る。
　⑴贈与税の基礎控除を引き上げる。
　⑵相続時精算課税制度の特別控除額（２, ５００万円）

を引き上げる。

地方税関係
１．固定資産税の抜本的見直し
　⑴商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益

性を考慮した評価に見直す。
　⑵家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。
　⑶償却資産については、納税者の事務負担軽減の観点

から、「少額資産」の範囲を国税の中小企業の少額
減価償却資産（３０万円）にまで拡大するとともに、
賦課期日を各法人の事業年度末とすること。また、
将来的には廃止も検討すべきである。

　⑷固定資産税の免税点については、平成３年以降改定

がなく据え置かれているため、大幅に引き上げる。
　⑸国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応

じて土地の評価を行っているが、行政の効率化の観
点から評価体制は一元化すべきである。

２．事業所税の廃止
　　事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有する

ことから廃止すべきである。
３．超過課税
　　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税

対象としているうえ、長期間にわたって課税を実施
している自治体も多い。課税の公平を欠く安易な課
税は行うべきでない。

４．法定外目的税
　　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反すること

のないよう配慮するとともに、税収確保のために法
人企業に対して安易な課税は行うべきではない。

その他
１．配当に対する二重課税の見直し
２．電子申告



　全法連では、平成31年度税制改正に向け、政府・政党に対して提言活動を行いました。

 －平成31年度税制改正に関する提言－

公 明 党
税制改正要望等ヒアリング

11月14日

財政金融部会長　竹内　　譲 氏 他

立 憲 民 主 党
財務金融部会・税制調査会　税制改正要望に関するヒアリング

11月22日

財務金融部会長　川内　博史 氏 他

自 民 党
予算・税制等に関する政策懇談会（税務・中小企業）

11月7日

財政・金融・証券関係団体委員長　津島　　淳 氏 他

国 民 民 主 党
第二部会（財金・総務・決算）税制改正団体ヒアリング

10月30日

財金・総務・決算部会長　小林　正夫 氏 他

行動する法人会行動する法人会
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−令和２年度税制改正に関する提言−
　全法連では、令和２年度税制改正に向け、政府・政党に対して提言活動を行いました。

自 民 党
予算・税制等に関する政策懇談会（税務・中小企業）

10月31日

財政・金融・証券
関係団体委員長

氏 他村井　英樹

公 明 党
税制改正要望等ヒアリング

11月5日

財政金融部会長代理

氏 他熊野　正士

共 同 会 派

共同会派：立憲民主党、国民民主党、社会保障を立て直す国民
会議、社会民主党で構成する会派

財務金融合同部会ヒアリング
11月20日

氏 他古川　元久
氏末松　義規

財 務 省
10月17日

財務副大臣

氏藤川　政人

左から　藤川副大臣、飯野税制委員長、田中税制副
委員長、松﨑専務理事

国 税 庁
表敬訪問　12月18日

長　官

氏星野　次彦
次　長

氏田島　淳志
課税部長

氏重藤　哲郎 右手前から重藤課税部長、星野国税庁長官、田島次長
左奥から田中税制副委員長、小林会長、松﨑専務理事

総 務 省
11月14日

左から　田中税制副委員長、開出自治税務局長、
飯野税制委員長、松﨑専務理事

自治税務局長

氏開出　英之

中 小 企 業 庁
11月14日

左から　田中税制副委員長、奈須野事業環境部長、
飯野税制委員長、松﨑専務理事

事業環境部長

氏奈須野　太
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8/7㈬夏休み親子税金教室

女性部会、
岡村部会長の
開会あいさつ。

租税教育事業

☆ストーリー☆
公園で不思議な妖精を助けた小学生の姉弟、マ
リンとヤマト。「何でも願いをかなえよう！」
大地の妖精コッピとクッピの言葉に 2人が考え
たことは・・・？毎日の暮らしのなかで「税」
がどのようなところで使われているのかを知り、
税の役割や必要性を学んでいく内容です。

藤枝税務署の
山本統括官の
ごあいさつ。

第18回

in 焼津文化会館
主催：女性部会　　参加者：保護者21名　児童28名

司会：清水副部会長

次のページ
に続く

スタート！

今日の講師は、
藤枝税務署の
松浦事務官。

 最初に、租税教育ビデオ
「マリンとヤマト不思議な日曜日」を観ました
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さて、税金についての勉強です

 次に、税金クイズです。みんな答えが解るかな？ 

租税教育事業

1億円のレプリカです。

1億円、持てるかな？

お疲れさま！
よく頑張って勉強してくれて

ありがとう！

全法連テキスト
「タックスフントと
けんたくん！」

みんな真剣です !!

最後に、代表して芦澤結芽さんに
修了証書と参加賞（けんたグッズ）
を受け取ってもらいました。

帰りには、恒例！
キャンディのつかみ取り。
たくさん取れたかな？
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優　秀　賞 優　秀　賞

藤枝法人会女性部会長賞

法人会では、租税教育の一環として、小学6年生を対象に「税に関する絵はがきコンクール」を全国的に実施しています。
藤枝法人会でも1,500点の応募がありました。入賞34作品をご紹介します。

9
令和元 年度

優　秀　賞優　秀　賞

藤枝法人会女性部会長賞

藤枝法人会長賞藤枝税務署長賞

〈主催〉 公益社団法人 藤枝法人会女性部会
 公益財団法人 全国法人会総連合

〈後援〉 国税庁／藤枝市教育委員会／焼津市教育委員会

藤
枝
市
立

稲
葉
小
学
校 

６
年

鈴
木

　咲
良 

さ
ん

焼
津
市
立

港
小
学
校 

６
年

長
谷
川  

空
也 

さ
ん

焼
津
市
立

東
益
津
小
学
校 

６
年

吉
田

　空 

さ
ん

焼
津
市
立

黒
石
小
学
校 

６
年

山
下

　結
翔 

さ
ん

藤
枝
市
立

高
洲
南
小
学
校 

６
年

外
村

　咲
枝 

さ
ん

税金をヒーローの姿に託したアイデアとヒーローがマントを広げた爽やかな姿が秀逸で
す。ヒーローは「皆んなの力」に支えられて、皆んなのために尽くす存在である事が、スト
レートに伝わってきます。

（審査員 ： 藤枝順心高等学校　美術造形デザイン科教諭　井田光記枝）

講 評
税金の成り立ちを子供達にも身近な消費税から理解をしています。もし、税金がなかっ
たらどうなるのかを想像し、税金で支えられている社会とのコントラストを細かな所まで丁
寧に仕上げており、気持ちが引きつけられます。

（審査員 ： 藤枝順心高等学校　美術造形デザイン科教諭　井田光記枝）

講 評

税が私たちの生活を支えている様子がとても力強く表現されており、支えられている
人々の笑顔もとても印象的で、国民一人ひとりの納めた税金が私たちの暮らしを支え
ていることが伝わるすばらしい作品です。　　　  （審査員 ： 藤枝税務署長　杉山 正）

講 評
本作品は「税金」がみんなの社会に役立っていることを理解したうえで、「税金は笑顔を
作る」というタイトルをつけている点や笑顔がよく表現された作品で立体感ある構図とし
ている点を評価しました。　　　　　　　　 （審査員 ： 藤枝法人会会長　牧田和夫）

講 評

先ずタイトルに惹かれました。税金というものを生活の身近な部分と結びつけて、他人
事ではなく自分の事として捉えています。そしてマジックと色鉛筆の使い分けにより全体
が見やすくなり、大変素晴らしい作品に仕上がったと思います。

（審査員 ： 藤枝法人会女性部会長　岡村美根子）

講 評
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入　選

焼
津
市
立
焼
津
西
小
学
校 

６
年

近
藤
　
雅
仁 

さ
ん

焼
津
市
立
焼
津
西
小
学
校 

６
年

佐
藤
　
華
江 

さ
ん

焼
津
市
立
焼
津
西
小
学
校 

６
年

髙
林
　
直
生 

さ
ん

焼
津
市
立
焼
津
西
小
学
校 
６
年

河
村
　
菜
々
実 
さ
ん

焼
津
市
立
焼
津
西
小
学
校 

６
年

佐
々
木
　
湖
春 

さ
ん

焼
津
市
立
豊
田
小
学
校 

６
年

宮
崎
　
希
美 

さ
ん

焼
津
市
立
豊
田
小
学
校 
６
年

仁
藤
　
瑚
都
乃 
さ
ん

焼
津
市
立
東
益
津
小
学
校 

６
年

南
本
　
怜
南 

さ
ん

焼
津
市
立
港
小
学
校 

６
年

橋
ケ
谷
　
穂
香 

さ
ん

焼
津
市
立
黒
石
小
学
校 

６
年

江
良
　
愛
緒 

さ
ん

焼
津
市
立
黒
石
小
学
校 

６
年

松
永
　
真
嘉 

さ
ん

焼
津
市
立
黒
石
小
学
校 

６
年

新
井
　
沙
彩 

さ
ん

焼
津
市
立
大
井
川
西
小
学
校 

６
年

平
井
　
梨
々
香 

さ
ん

藤
枝
市
立
藤
枝
小
学
校 

６
年

野
田
　
愛
寧 

さ
ん

藤
枝
市
立
青
島
小
学
校 

６
年

根
地
嶋
　
菜
央 

さ
ん

藤
枝
市
立
高
洲
小
学
校 

６
年

岡
崎
　
紗
奈 

さ
ん

藤
枝
市
立
高
洲
小
学
校 

６
年

大
畑
　
綺
杏
來 

さ
ん

藤
枝
市
立
高
洲
小
学
校 

６
年

植
野
　
百
々
花  

さ
ん

藤
枝
市
立
高
洲
小
学
校 

６
年

　
根
　
優
花 

さ
ん

藤
枝
市
立
高
洲
小
学
校 

６
年

宮
野
　
七
菜
子 

さ
ん

藤
枝
市
立
広
幡
小
学
校 

６
年

増
田
　
良
人 

さ
ん

藤
枝
市
立
広
幡
小
学
校 

６
年

萩
原
　
空
里 

さ
ん

藤
枝
市
立
高
洲
南
小
学
校 

６
年

八
田
　
果
穂 

さ
ん

藤
枝
市
立
高
洲
南
小
学
校 

６
年

竹
内
　
杏
純
奈 

さ
ん

藤
枝
市
立
高
洲
南
小
学
校 

６
年

タ
グ
ド  

ワ
ー
ス 

　
シ
ェ
ン
ジ
ィ 

さ
ん

藤
枝
市
立
高
洲
南
小
学
校 

６
年

増
田
　
琴
美 

さ
ん

藤
枝
市
立
青
島
北
小
学
校 

６
年

宇
野
　
夏
生 

さ
ん

藤
枝
市
立
青
島
北
小
学
校 

６
年

遠
藤
　
陵
雅 

さ
ん

焼
津
市
立
焼
津
西
小
学
校 

６
年

　
出
　
真
歩 

さ
ん
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1 藤枝税務署 2 藤枝市文化センター 3 藤枝市生涯学習センター 4 焼津文化会館

5 藤枝市役所 6 焼津公民館 7 しずおか焼津信用金庫高洲支店 8 しずおか焼津信用金庫焼津西支店

9 藤枝駅構内パープルビジョン 10 焼津市シーガルドーム（確定申告期予定）

●入賞34作品（一部優秀作品のみ）は、以下の場所に展示・掲示致しました。
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優秀作品５名

感謝状13校 （9校欠席）

令和元年度

作品 表彰式
令和元年11月19日（火）藤枝市生涯学習センターにおいて、藤枝税務署管内納税貯蓄組合連合会・藤枝間税会・
藤枝法人会3会共催による『税に関する作品表彰式』が行われました。当会からは、上位優秀5作品（11ページ
掲載）の方々に対して表彰状及び記念品が授与されました。また、多数の応募を頂いた13校（高洲小学校・稲葉
小学校・広幡小学校・高洲南小学校・青島北小学校・朝比奈第一小学校・焼津西小学校・豊田小学校・東益津小
学校・大富小学校・港小学校・黒石小学校・大井川西小学校）に対して感謝状が贈呈されました。
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租税教育特集

主催：青年部会
第9回 租税教室

開催日：令和元年1
0月26日（土）

会　場：静岡産業大
学・BiViキャン（藤

枝駅前キャンパス）

中村副部会長

【 司　会 】

小長谷部会長

【 部会長あいさつ 】

　青年部会では、昨年に引き続き、「大学生を対象とした租税教室」
を開催しました。
　ボードゲームや講座、交流会を通して税金の知識や大切さを楽し
く学んでもらいました。

【 第一部・講師 】

第一部 税金教室「給与明細の見かたとマイナンバー制度について」 13：05～13：35
講師：藤枝税務署 法人課税第一部門統括国税調査官　山本　宏 氏

山本　宏 氏

写真で見る
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第三部 若手企業家との交流会 16：00～17：00

中山　猛 氏

【 第二部・講師 】

第二部 キャッシュフローゲームセミナー 13：40～15：55
講師：FPI㈱ 代表取締役　中山　猛 氏

租税教育特集
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写 真 る見で

（令和元年9月5日～12月13日）法人会活動
全法連・東海法連・静岡県連

10月3日　第36回法人会全国大会（三重大会）
会　場／津市産業・スポーツセンター

　全国の法人会会員約1,750名が一堂に会して、令和元年10月３日（木）、第36回法人会全国大会が、津市産業・スポー
ツセンターにて、国税庁星野長官他多数のご来賓出席のもと盛大に開催されました。
　第１部では「皇室と神宮」という演題で、伊勢神宮　広報室広報課長　音羽　悟氏による記念講演が行われ、第２
部の式典では、会員増強表彰をはじめ各種表彰、次に令和２年度税制改正に関する提言の報告、そして青年部会によ
る租税教育活動の報告が行われました。

11月7日～8日　第33回法人会全国青年の集い（大分大会）
会　場／ iichiko総合文化センター

　全国の青年部会員約2,500名が一堂に会して、第33回全国青年の集いがiichiko総合文化センターにて、税務当局、
全法連役員ほか多数のご来賓出席のもと盛大に開催されました。
　大会式典では会員増強表彰と全国の青年部会で事業展開されている租税教育活動の表彰・プレゼンテーションが行
われ、記念講演では「ポジティブ志向～健康な心と体で未来を動かす～」という演題で女性ファッションモデル　ア
ン ミカ氏による講演が行われました。

9月9日　東海法人会連合会「第31回定時総会」
会　場／名鉄グランドホテル
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10月9日　（一社）静岡県法人会連合会女性部会連絡協議会「設立30周年記念式典並びに第29回情報交換会」
会　場／グランディエールブケトーカイ

10月21日　（一社）静岡県法人会連合会青年部会連絡協議会「設立30周年記念式典並びに第29回情報交換会」
会　場／グランディエールブケトーカイ

11月28日　（一社）静岡県法人会連合会「大規模法人等向け研修会」
会　場／静岡商工会議所

9月5日　弁護士講習会
テーマ　「雇用に関するトラブル事例」
講　師／弁護士　相川洋介 氏
会　場／藤枝市民会館

本　　会
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写 真 る見で

10月18日　パソコンセミナー
テーマ　「最新！集客・売上に結びつくキャッシュレス決済の事例と動向とAI」
講　師／ G-Word 代表　杉山貴思 氏
会　場／焼津文化会館

11月6日　記念講演会
演　題　「坂本龍馬と西郷隆盛に学ぶ行動学とコミュニケーション術」
講　師／歴史研究家・歴史作家　河合　敦 氏
会　場／ホテルアンビア松風閣

10月23日　税務講習会
テーマ　「年末調整に係る留意点」
講　師／藤枝税務署 法人課税第一部門上席国税調査官　櫻井章宏 氏
会　場／焼津文化会館

9月11日　税務講習会
＜第１講座＞
テーマ　「県税のしくみと使いみち」
　　　　　-県税は何に使われているの？ -
講　師／静岡県藤枝財務事務所 所長　岡部秀哉 氏

＜第２講座＞
テーマ　「消費税軽減税率制度等について」、「印紙税の誤りやすい事例」
講　師／藤枝税務署 法人課税第一部門上席国税調査官　櫻井章宏 氏
会　場／焼津文化会館



R２.２月号  NO.114

− 18 − − 19 −

写 真 る見で

9月12日～ 14日　研修旅行（島根・鳥取方面視察）
「出雲大社、石見銀山、松江城、足立美術館、中浦食品、水木しげる記念館、鳥取砂丘　見学」

12月11日　勉強会
テーマ　「中小企業のための健康経営」
講　師／㈱ニューウェーブ 代表取締役　寺田卓正 氏
会　場／藤枝市文化センター

11月15日　新設法人説明会
講　師／藤枝税務署 法人課税第一部門上席国税調査官　櫻井章宏 氏
会　場／藤枝市民会館

青年部会

12月13日　教養講座
テーマ　「働き盛りの健康づくり」
講　師／理学療法士　三浦良継 氏
会　場／藤枝市民会館

女性部会
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税務署だより
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税務署だより



R２.２月号  NO.114

− 22 −

税務署だより
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税務署だより



R２.２月号  NO.114

− 24 −

財 務 事 務 所 だ よ り
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本人の
希望により
写真は掲載
しません。

（支部入会順）東海税理士会藤枝支部会員名簿

☎641-2725
藤枝市駅前2
河野正彦

☎643-6069
藤枝市藤岡5
笠原敏幸

☎629-6663
焼津市東小川8
吉田雄一

☎629-5270
焼津市三ケ名
藤浪良昭

☎627-5022
焼津市西焼津
大石康夫

☎624-2794
焼津市田尻北
深澤美惠子

☎627-9638
焼津市駅北1
鈴木國弘

☎641-2215
藤枝市岡出山2
増田富三

☎626-9823
焼津市小土
藪崎正則

☎634-2570
藤枝市大新島
吉川　始

☎644-7845
藤枝市谷稲葉
澤村　守

☎638-3766
藤枝市下之郷
片山享一

☎624-3763
焼津市石津
森田釧太郎

☎636-1199
藤枝市高岡2
仲田　勇

☎641-6845
藤枝市稲川
増田章一

☎627-5261
焼津市東小川6
安井博史

☎667-3253
藤枝市岡部町内谷
高野佳和

☎643-3771
藤枝市青木1
増田和宏

☎659-1717
焼津市焼津4
小倉寿美

☎631-7539
藤枝市高柳1
山崎恵三

☎689-3196
藤枝市小石川町1
吉田道明

☎627-9851
焼津市岡当目
青木　敬

☎626-5711
焼津市栄町3
平井幸子

☎624-0268
焼津市与惣次
小長谷智子

☎624-1885
焼津市中新田
遠藤次男

☎643-5151
藤枝市本町1
増田貴行

☎646-8890
藤 枝 市 郡 1
内藤良彦

☎643-3771
藤枝市青木1
増田良子

☎644-1664
藤枝市藤岡1
岩﨑卓夫

☎622-3295
焼津市宗高
梅田健司

☎641-4386
藤枝市藤枝4
沼野和

☎635-8022
藤枝市高洲
内田晴巳

☎627-9638
焼津市駅北1
大畑雅子

☎645-4571
藤枝市水上
渡邉義博

☎643-6069
藤枝市藤岡5
笠原大輔

☎637-2534
藤枝市田沼4
伊藤裕一郎

☎644-4627
藤枝市志太2
宇田武房

☎628-7973
焼津市東小川7
森　祐輔

☎641-0577
藤枝市音羽町３
若杉直彦

☎631-5811
藤枝市駅前1
田村博和

☎628-7973
焼津市東小川7
多々良信彦

☎626-9344
焼津市西小川2
早津賴明

☎624-7171
焼津市小川
落合孝康

☎636-7952
藤枝市青葉町2
小林敏樹

☎662-1391
焼津市上小杉
岡村正雄

☎639-5139
藤枝市前島1
大石　誠

☎270-8861
藤枝市岡出山2
三岡厚文

☎270-3719
藤枝市平島
杉原一雄

☎639-5570
藤枝市本町３
松原隆宣

☎646-4700
藤枝市天王町3
平野純也

☎629-6711
焼津市三ケ名
山﨑義和

☎270-5741
藤枝市藤枝5
鈴木和臣

☎628-5372
焼津市大栄町2
内山勝浩

☎634-3570
藤枝市田沼1
飯塚理恵

☎624-0962
焼津市下小田
山本浩幸

☎207-7064
焼津市上新田
石村正美

☎629-6663
焼津市東小川8
吉田公輔

☎631-5258
藤枝市志太2
井上香織

☎646-3388
藤枝市岡出山1
池田佳通

☎636-5102
藤枝市高岡1
宮﨑博史

☎689-3196
藤枝市小石川町1
吉田和弘

☎631-5152
藤枝市前島3
浅井伸也

☎641-4898
藤枝市駅前2
天野　貢

☎629-5270
焼津市三ケ名
大野克治

☎631-9160
藤枝市高岡１
野島由美子

☎628-7973
焼津市東小川7
山梨英亮

☎625-7022
焼津市大島
藪崎大介

☎637-3080
藤枝市高柳2
下川大地

☎641-1573
藤枝市小石川町2
鍋田和孝

☎639-6766
藤枝市田沼3
小木理弘

☎639-6766
藤枝市田沼3
岩崎美穂

☎627-5022
焼津市西焼津
大石龍哉

☎648-1511
藤枝市下藪田
伊藤文子

☎641-4386
藤枝市藤枝4
鈴木智昭

☎622-6836
焼津市上新田
平井俊光

☎625-7022
焼津市大島
秋山啓司

☎631-6346
藤枝市駅前2
三橋重継

☎643-6069
藤枝市藤岡5
山﨑晃弘

☎644-3511
藤枝市駅前2
村松克彦

☎637-3080
藤枝市高柳2
名倉秀俊

☎627-5261
焼津市東小川6
油井孝介

☎636-1199
藤枝市高岡2
太田容子

☎622-6836
焼津市上新田
平井寛子

☎628-7973
焼津市東小川7
神間賢治

☎625-7022
焼津市大島
内川正樹

携帯090-1864-7639
藤枝市音羽町5
澤本善彦

☎643-2112
藤枝市立花1
曽根宜章

☎635-7576
藤枝市高岡1
田中賢一

☎623-1881
焼津市三右衛門新田
杉井裕士

☎628-2626
焼津市焼津1
片川和樹

☎628-2626
焼津市焼津1
片川真理子

☎628-2812
焼津市八楠4
大石準二

☎636-1287
藤枝市田沼3
増田武治

☎622-6836
焼津市上新田
田中徳治

☎629-6711
焼津市三ケ名
小林宏旨

☎628-1776
焼津市焼津1
今本　昇

☎635-7576
藤枝市高岡1
金田睦夫

☎626-8661
焼津市焼津1
中野正勝

☎623-1881
焼津市三右衛門新田
杉井裕郎

☎635-5615
藤枝市大新島
伊藤恒夫

焼津市東小川7
社員 森  祐輔　多々良信彦　山梨英亮

神間賢治

☎628-7973
あおい税理士法人

藤枝市高柳2

社員 名倉秀俊　下川大地

☎637-3080 藤枝市高岡1

社員 金田睦夫　田中賢一

☎635-7576
税理士法人 法理舎 税理士法人 奏共同会計事務所

藤枝市田沼3

社員 小木理弘　岩崎美穂

☎639-6766
税理士法人 ペガサス

焼津市下小田

社員 山本浩幸

☎624-0962 焼津市上新田

社員 田中徳治　平井寛子　平井俊光

☎622-6836
税理士法人 山本事務所 田中会計税理士法人

お 問 い 合 わ せ は

電話（628）2250
※税理士会では無料税務相談を行っております。

焼津商工会議所会館2階
税理士会税務相談所へ

☎637-9803
藤枝市岡出山1
青島孝之

令和2年1月1日現在

税 理 士 会 だ よ り

（本ページは税理士会提供記事）
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新 入 会 員 紹 介
〜ご入会ありがとうございました〜

令和元年8月29日～12月27日

（株） ア　イ 焼津市大住４０２ しずおか焼津信用金庫 西焼津支店
Ｌｉｔｔｌｅ Ｗａｌｋｅｒｓ （株） 焼津市西小川２丁目１０－２３ しずおか焼津信用金庫 焼津西支店
豊電商工 （株） 焼津市石脇下１３１５ しずおか焼津信用金庫 焼津支店

（有） 巽製作所 焼津市小川３０２３ しずおか焼津信用金庫 石津支店
（株） スズセイ 焼津市西小川２丁目８－７ しずおか焼津信用金庫 焼津支店
（有） 三油商会 焼津市焼津４丁目１－１５ しずおか焼津信用金庫 中央支店

特定非営利活動法人 静岡家庭教育サポート協会 焼津市五ケ堀之内１６４４－１ しずおか焼津信用金庫 大住支店
（株） ｍｉｓａｋｉ 焼津市三和１５５１－２ しずおか焼津信用金庫 中央支店
（株） 焼津マリーンズ 焼津市小川２７１０－１ しずおか焼津信用金庫 焼津西支店
Ｅｃｏ Ｍｅｄｉｃ （株） 焼津市大栄町２丁目３－２９ ㈱倉嶋自動車商会

（有） 東海建成 焼津市本中根４７３－３ しずおか焼津信用金庫 道原支店
（株） ｎｅｘｕｓ静岡 焼津市柳新屋８８６－１オレンジパークビル１階 ㈱マーベラス（青年部会）
（株） 小川電気工事 焼津市中根４５８－３ しずおか焼津信用金庫 大住支店
（株） コネクションワールド 焼津市駅北３丁目２３－１５ しずおか焼津信用金庫 焼津北支店
（株） ＴＥＮＯＨＩＲＡ 焼津市駅北２丁目４－２２ しずおか焼津信用金庫 岡部支店
（株） サクライシステムズ 焼津市大島８４５ しずおか焼津信用金庫 道原支店
（株） 東亜自動車 焼津市野秋５９４－１ しずおか焼津信用金庫 さかなセンター支店

焼津地区

法　　　人　　　名 所　　　在　　　地 紹　介　者

（株） ＴＯ ＬＡＢＯ 藤枝市駅前１丁目７－９－３Ｆ ㈱藤枝江﨑新聞店
（株） 羽　屋 藤枝市田沼４丁目４－６７サンパティークＡ２０２ しずおか焼津信用金庫 藤枝支店
（株） 飛鳥エンタープライズ 藤枝市中ノ合２１０－１ しずおか焼津信用金庫 いかるみ支店
（株） 巧み堂 藤枝市田沼４丁目３－２５ しずおか焼津信用金庫 石津支店
（株） 山田組ホールディングス 藤枝市堀之内１丁目１－３ ㈱山田組
（株） 南　瓜 藤枝市高洲４５－３０ しずおか焼津信用金庫 藤枝支店
（一社） 松福会 藤枝市瀬戸新屋６０ しずおか焼津信用金庫 藤枝駅支店
（有） カクタスハウス 藤枝市高洲２５－９ しずおか焼津信用金庫 高洲支店
（株） や印商店 藤枝市高柳１９４７－８ しずおか焼津信用金庫 高洲支店
（有） 塚本興業 藤枝市谷稲葉４３５－１ しずおか焼津信用金庫 藤枝上支店
（株） リコルド 藤枝市中ノ合２６１－３ しずおか焼津信用金庫 いかるみ支店
医療法人社団すだ医院 藤枝市築地２４１ しずおか焼津信用金庫 豊田支店

（株） 輪さび 藤枝市青木２丁目３－２４－１Ｆ 静岡銀行 藤枝駅支店
（株） こうじばん 藤枝市駅前１丁目１５－１マークス・ザ・タワー１２０３ 静岡銀行 藤枝駅支店
未来設備工業 （株） 藤枝市小石川町３丁目２－１１－４ しずおか焼津信用金庫 藤枝駅支店

（有） 藤枝損保アンコール 藤枝市田沼３丁目１２－５ 静岡銀行 藤枝駅支店
ハウスケア （株） 藤枝市高洲１１－４ 静岡銀行 藤枝支店

（株） 梅島商店 藤枝市岡出山３丁目７－２５ しずおか焼津信用金庫 藤枝上支店
（有） 雅陽技研 藤枝市平島１７７ 大同生命保険㈱
（株） 殿村塗装所 藤枝市青葉町３丁目１５－１８ しずおか焼津信用金庫 前島支店
（株） 藤　静 藤枝市兵太夫７２２－６ 静清信用金庫 高洲支店
スリーライフ （株） 藤枝市岡出山１丁目３－５ ㈱エクノスワタナベ

（株） ＭＩＴＯコーポレーション 藤枝市内瀬戸６４３－４ しずおか焼津信用金庫 志太支店
（株） 石橋工業 藤枝市潮１０－１ 島田掛川信用金庫 藤枝東支店
（有） 八木自動車販売 藤枝市岡出山１丁目１７－２９ 島田掛川信用金庫 藤枝支店
（株） 夏越物産 藤枝市横内９８９－７ しずおか焼津信用金庫 志太支店
（有） 池ヶ谷金型 藤枝市仮宿１４５７－２ しずおか焼津信用金庫 藤枝水守支店
（株） 香　音 藤枝市清里１丁目３２－７ 事務局
（株） ハイ・ブリッジ 藤枝市高洲９－７ 事務局
税理士法人 ペガサス 藤枝市田沼３丁目２３－３５ ㈲静岡経営労務管理センター

（株） 泰　平 藤枝市高柳４丁目４－３８ 静清信用金庫 高洲支店
（一社） 静岡県プロフェッシナルコンサルティング支援機構 藤枝市末広４丁目１８－８ 事務局
医療法人社団恵豊会 藤枝市田沼３丁目４－１ しずおか焼津信用金庫 前島支店

（一社） しずおかシニア生活支援センター 藤枝市岡出山２丁目１４－７ ㈲佐野石材（青年部会）
（株） インクライン 藤枝市岡部町玉取１８６４ しずおか焼津信用金庫 岡部支店
（有） ミ　ワ 藤枝市岡部町三輪９０５－３ 静岡銀行 藤枝支店
（株） 翼　組 藤枝市岡部町三輪１３７２－１５ 八木保険事務所（AIG）

藤枝地区
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ものまね スーパーライブ IN松風閣
次世代のモノマネ界を担うスペシャルユニットが松風閣に登場！

自慢の料理とともにお楽しみください！！

ホリ

綾瀬はるかのものまねで
おなじみ

2020年3月24日（火）

一般 ポイントカード会員

15,500円 14,500円
◆料金にはお料理、フリードリンク、ショーチャージ、諸税が含まれます。

ホテルアンビア松風閣
054-628-3131（9:00~20:00）沙羅さら

《限定特典》 第１部のお客様は更に500円オフ！

１部 16：00～
２部 19：00～

（株） バカナスガレージ 榛原郡吉田町住吉５４３６－２４８ 清水銀行 藤枝支店

その他の地区

（一社） 痩身美容教室 焼津市中港５丁目３－１４ しずおか焼津信用金庫 小川支店
焼津まぐろ漁業 （株） 焼津市栄町２丁目８－１９ 事務局

（株） ｅｌｉｍｓ 焼津市石津７４９－１ 静清信用金庫 焼津支店
（有） ＳＫＲ 焼津市五ケ堀之内１６４４－１ しずおか焼津信用金庫 豊田支店
（有） 三峯商店 焼津市柳新屋４２９－５ 静清信用金庫 西焼津支店
（有） システムエンジニアリング 焼津市小土５７２－１ しずおか焼津信用金庫 焼津西支店
（株） 伊東工務店 焼津市大住２７４－１ しずおか焼津信用金庫 さかなセンター支店
特定非営利活動法人 ピース 焼津市石脇上１８８－１ しずおか焼津信用金庫 西小川支店

（株） 中森工業 焼津市小柳津３９４－1 静清信用金庫 西焼津支店
（株） ｇｒｏｗ 焼津市坂本４７５－１ 静清信用金庫 焼津支店
（有） さくらい 焼津市下小田５３５ 静清信用金庫 石津支店
（株） グリーンテック 焼津市下江留４３２ しずおか焼津信用金庫 まるせい営業部
（株） キープオンデザイン 焼津市大島９７２－１ 静清信用金庫 石津支店
（株） かずみや商店 焼津市田尻北３７５－２ 静岡銀行 焼津南支店
（株） ＪＩＮ 焼津市本町１丁目１０－４ 静岡銀行 焼津支店
（株） フラットランド 焼津市小土３１１－３ 静岡銀行 焼津支店
（株） ＥＮＧＬＩＳＨ 焼津市小柳津５５０ 静岡銀行 焼津支店
（株） 静空設備 焼津市小柳津４５５－４ 静岡銀行 焼津支店
（株） Ｌｕｍｏｓ Ｌｉｌｙ 焼津市東小川１丁目３－１７ 清水銀行 焼津支店
（有） エコーズ 焼津市宗高１２７７－３ 静岡銀行 大井川支店
静岡ベストオファー（株） 焼津市利右衛門５６３－１ 静岡銀行 大井川支店

（株）平野建装 焼津市石津２２５９－１１４ 静岡銀行 焼津南支店

（公社）藤枝法人会　令和２年度年会費について

静岡銀行 スルガ銀行 清水銀行

静岡中央銀行 静清信用金庫 島田信用金庫

しずおか焼津信用金庫 大井川農協

■取扱い金融機関

会費種別 資本金 年　額

正会員

100万円以下 3,000円
100万円超　500万円以下 6,000円
500万円超　3,000万円以下 9,000円
3,000万円超　1億円以下 15,000円
1億円超 30,000円
子会社 1,000円
学校法人、宗教法人、公益法人等 3,000円

賛助会員
支店法人・営業所等 5,000円
個　人 3,000円

■（公社）藤枝法人会会費区分

　令和２年度の年会費につきまして、６月10日（水）にご指定頂いている口座から引落しをさせていただきますので、
誠に恐縮ではございますが、前日までに口座へご用意くださいますようお願い申し上げます。
　※引落口座の変更をご希望される会員様につきまして
は、３月27日（金）までに、法人会事務局（電話
643-8410）へご連絡ください。

　※資本金変更の際も、3月27日（金）までに事務局へご
連絡ください。



静岡支社 静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー22F〒420-0852



静岡支社/静岡県静岡市葵区黒金町59-6（大同生命静岡ビル4F）
TEL 054-253-3191

静岡支店/静岡県静岡市葵区黒金町20-1（富士火災静岡ビル5F）
TEL 054-686-1150



静岡支店

〒420-0851　 
静岡県静岡市葵区黒金町20-1　富士火災静岡ビル5F 
TEL054-255-5141 FAX.054-254-1369 
午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）
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